
議案第4号

南風原町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

南風原町職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出す

る。

令和4年3月4日提出

提案理由)

第三次財政健全化計画に基づき、税務手当及び徴収手当の支給を停止したいことか

、条例を改正する必要があるため提案する。

南風原町長赤嶺正之



南風原町職員の特殊勤務手当支給条例の部を改正する条例

南風原町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和41年南風原村条例第8号)の一部を次の

ように改正する。

附則に次の1項を加える。

7 令和4年4月1日から令和5年3月31日の間、南風原町職員の給与に関する条例

(昭和59年南風原町条例第5号)第15条第1項の規定にかかわらず、別表の税務手当

及び徴収手当は、支給しないものとする。

附則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。


